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金融情報（主な制度融資のご案内）

平成31年4月1日現在

制度名 貸付限度額 使途 返済期間 申込先利率

2,000万円
運転
設備

７年以内
１０年以内

経営改善貸付

中小企業資金繰り
円滑化借換融資

中小企業開業資金
(一般開業)

経営安定資金
(一般枠)

セーフティネット資金
(経営支援枠)

基準利率(担保有)
1.16％～2.25％

※担保無も設定できます

日
本
政
策
金
融
公
庫

※経営改善貸付は、無担保・無保証人融資制度です｡(通称：マル経融資）

融資対象者は、下記の要件を全て満たした方のみとなります。

①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方

②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方

③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿泊業及

  び娯楽業は２０人以下)､製造業・その他業種では２０人以下の法人・個人

  事業主の方

④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方

新
津
商
工
会
議
所

金
融
公
庫

1.21％
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潟 
 
 
 

市

新 
 

潟 
 

県

運転
設備

５年以内
１０年以内

運転
設備

８年以内
１５年以内

1.7％～1.9％
2.20％

運転
設備

５年以内
７年以内

運転
設備

７年以内
※1000万円超
は10年以内

運転 ６ヶ月以内

既往市制度
融資借入金

の返済
１０年以内

運転
設備

７年以内
１０年以内

運転
設備

５年以内
７年以内

運転 ７年以内

各 

金 

融 

機 

関

各
金
融
機
関

4,800万円

4,800万円

1,000万円

3,000万円

700万円

3,000万円

500万円

4,000万円

5,000万円

普通貸付

セーフティネット貸付

地方産業育成資金

一般融資

夏期・年末資金

信保付
その他

1.60％
2.10％

信保付
その他

1.50％
2.00％

信保付
その他

1.65％

1.80％
2.00％

５年以内
５年超

1.70％
1.90％

信保付Ａ
信保付Ｂ

1.25％
1.45％～

３年以内
３年超

  日頃、疑問に思っている年金、健康保険、労災雇用保険、労働基準法等の問題につい

て専門家が無料で相談に応じます。この機会に是非ご利用ください。(予約不要です）

■日　時：４月１１日(木)～４月１２日(金) ９：００～１６：００

■会　場：新津商工会議所　３階ホール

■相談員：専門相談員

■主な相談受付項目 

　・労働保険年度更新申告手続き等

  ・労働基準法に関すること

　・雇用保険、労災保険に関すること

  ・雇入、解雇、退職、賃金等に関すること

　・年金、健康保険に関すること

  ・その他（労働、社会保険問題全般）

“なんでも個別相談会”労働保険･社会保険



平成31年度の雇用保険料率について

  平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの

雇用保険料率は下表のとおりです。

負担者

一般の事業

事業
の種類

①労働者負担
(失業等給付の保険料率のみ)

②事業主負担
①＋②

雇用保険料率

農林水産・
清酒製造の事業

建設の事業

３／1,000

４／1,000

４／1,000

９／1,000

11／1,000

12／1,000

６／1,000

７／1,000

８／1,000

～平成30年度から変更ありません～

TEL.0250-22-0121https://hoken.jcci.or.jp/occupational-accident
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にいつ 月曜日 12：20～12：50
再放送 毎週水曜日 19：00～19：30

　　　　毎週木曜日 13：00～13：30( )


